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宮城県初の『重要伝統的建造物群保存地区』に選定 !!

◆蔵の町むらた　布袋まつり
　毎年たくさんの人出で賑わう布袋まつり。今年は 10 月 12 日（日）に開催します。
　メインとなるのは、布袋本山車、本町山車、村田一中創作山
車の３台が町内を華やかに練り歩く山車行列です。
　午前、午後、夜の部の合計３回町内中心部を練り歩きます。

（夜の部は村田一中を除く）
　蔵の町並みでは、交通規制を実施して、町内幼稚園、保育所、
村田小学校などによる踊り、神楽やよさこいといったストリー
トイベントが披露されます。
　また、本町商店会、荒町商店会による出店、町観光物産協会
のスタンプラリーやレンタサイクルの貸出なども行われます。
詳しくは、チラシをご覧ください。

【問】村田町布袋まつり保存会（地域産業推進課内）☎８３−２１１３

◆第14回みやぎ村田町蔵の陶器市
　例年、たくさんのお客様にお越しいただいている「みやぎ村田町蔵
の陶器市」を 10 月 17 日（金）から３日間、蔵の町並みを交通規制
して開催します。今年のテーマは「ときめき」です。
　今年も県内外から 50 の窯元が参加し、店蔵等を利用して陶器の展
示・販売を行います。参加出展者各会場の前には出展蔵と地元小学生
児童が考えた俳句・川柳が書かれた常夜灯が設置され、灯りがともる
夕暮れには蔵の町並みのひと味ちがう風情を味わうことができます。
その他、出展陶芸家のオークション、手作り品の展示販売、お土産、
陶芸体験コーナーなども設けられます。

【問】NPO 法人　むらた蔵わらし（旧陶器市実行委員会）☎０８０−６０２５−６６９１
※布袋まつり、陶器市の交通規制については、次ページをご覧ください。
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　「村田町村田伝統的建造物群保存地区」が、平成26年９月18日付けの官報に告示され、宮城県初の

重要伝統的建造物群保存地区（重伝建）に正式に選定されました。

　選定された重要伝統的建造物群保存地区の概要は下記のとおりです。

▼名称＝村田町村田伝統的建造物群保存地区　　

▼所在地＝村田町大字村田字町の一部

▼面積＝約7.4ヘクタール　　

▼種別＝商家町

▼選定基準＝（一）伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの



　蔵の陶器市での会場の案内などのお手伝いをし
ていただける町民の方を募集しています。
▼活動内容＝窯元や展示品の紹介、会場内での案

内等　
▼期間＝10月17日（金）〜19日（日）
▼募集締切り＝10月10日（金）　
▼募集対象＝高校生以上の村田町民の方
▼その他＝午前のみ・午後のみ等都合に合わせて

時間調整します。
【問】NPO 法人　むらた蔵わらし
　　（旧陶器市実行委員会）
　　　☎０８０−６０２５−６６９１

　町では、今年も消防団による消防演習を実施します。

　消防団は、一朝有事の災害や火災時に迅速かつ確

実に行動できるよう訓練を行っておりますので、団

員一人一人の訓練成果をぜひご参観ください。

▼日時＝ 10 月５日（日）　午前８時 30 分〜正午

▼場所＝塩内公園グランド

▼内容＝消防団消防演習･ポンプ操法 ･ 実地放水など

※当日は午前６時と午前 10 時 30 分頃にサイレンを

鳴らします。火災と間違わないでください。

【問】総務課　防災班　☎８３−２１１１

～申請期限は、10月28日（火）まで～
　町では「臨時福祉給付金」、または「子育て世帯

臨時特例給付金」の申請受付をしています。

　平成26年10月28日の申請期限までに申請されな

い場合、給付金を受け取ることができません。ま

だ、申請をされていない方は必ず期限までに申請書

を提出してください。

【問】●臨時福祉給付金に関すること

　　　健康福祉課　☎８３−６４０２

　　●子育て世帯臨時特例給付金に関すること

　　　子育て支援課　☎８３−６４０５

　消費者の皆さんに、生活安全や消費生活知識を

得ていただくために様々な講座を開催している消

費生活講座です。

　今回は「家庭でできる省エネ」をテーマに開催

します。

▼日時＝ 10 月 15 日（水）　午前 10 時〜 11 時半

▼場所＝中央公民館１階　会議室

▼講師＝県環境教育リーダー山崎義幸さん

　どなたでも参加できます。賢い消費者になるた

め、お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

【問】町民生活課　総合窓口班 ☎８３−６４０１
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消防演習を行います 第１回消費生活講座を開催します

交通規制にご協力ください!

　「布袋まつり」では山車運行やストリートイベントの実施、「みやぎ村田町蔵の陶器市」では来場す

るお客様の安全確保のため、蔵の町並みで交通規制を行います。

■交通規制／大平パーマ様前から阿部屋菓子店様前

■一部交通規制（大型等）／阿部屋菓子店前から南町交差点

　交通規制内容と規制区間は昨年同様となます。阿部菓子店様前から南町交差点までは大型車等の

通行が制限されます。普通車両などは、通行可能となりますが、北方向への通り抜けはできませんの

でご注意願います。また、山車運行や歩行者の安全確保のため一部規制区間での車両の通行は極力ご

遠慮いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

◆蔵の町むらた 布袋まつり

■日時／ 10月12日（日）　午前９時50分〜午後６時30分　■区間／蔵の町並みの通り　

【問】村田町布袋まつり保存会（地域産業推進課内）☎８３−２１１３

◆第 14 回みやぎ村田町蔵の陶器市

■日時／ 10月17日（金）〜19日（日）　午前10時〜午後６時　■区間／蔵の町並みの通り　

　※最終日は午後４時

【問】NPO 法人　むらた蔵わらし（旧陶器市実行委員会）　☎０８０−６０２５−６６９１

　規制時間内のミヤコー路線バスは、城山通りを迂回運行します。付近の皆様には大変ご迷惑をお

かけいたしますが、まつり・イベントの成功と事故防止のためご協力をお願いします。

「臨時福祉給付金」･「子育て世帯臨時　
特例給付金」の申請はお忘れなく!

みやぎ村田町蔵の陶器市
ボランティア募集
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　村田町では子どものむし歯保有率が高く、大人

では40代から歯を喪失する人が増えています。

生涯にわたり自分の歯でおいしく食事をとり、会

話を楽しむ等、豊かで質の高い生活を送るため

に、子どもの頃から歯と口腔の健康意識を高め、

むし歯や歯周病の発症を予防することが重要とな

ります。

　家庭における取り組み

①子どもの歯を守りましょう。

②むし歯や歯周病予防をしましょう。

③むし歯や歯周病は早期に治療し、重症にならな

いようにしましょう。

　具体策・健康ワンポイント

（子どものむし歯予防）

①家族みんなで歯みがきの習慣を身につけましょ

う。

②おやつは量と時間を決め、食べた後は歯みがき

や、ぶくぶくうがいをする習慣を身につけさせ

ましょう。

③仕上げみがきは10歳頃まで毎日続けましょ

う。

④フッ化物などを積極的に活用しましょう。

（むし歯や歯周病予防）

①１日１回は時間をかけて丁寧にみがくように

し、歯間ブラシなども用いて口腔内を清潔に保

ちましょう。

②よい歯でよく噛んで食べ、8020運動（※）に努

めましょう。

③かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科健診を

受けましょう。

※8020運動（ハチマルニイマル）運動とは？

　よく噛んでおいしく食べるのに必要な歯は、最

低20本と言われています。そこで厚生労働省と

日本歯科医師会は、80歳で自分の歯を20本残す

「8020運動」を呼びかけています。

【問】保健センター　☎８３－２３１２

▼日時＝10月17日（金）午前10時〜午後３時

▼場所＝村田町役場３階ミーティングルーム

※当日は、宮城県仙南保健福祉事務所の担当者が

　相談に応じます。

【問】仙南保健福祉事務所　生活保護班

　　　☎５３－３１２２

　 　 健康福祉課　社会福祉班　☎８３－６４０２

健康むらた21計画（第２期）
子どものむし歯予防と8020運動の推進

元気が出る！こころとカラダのはなし 生活保護の相談窓口

　村田診療所では平成 26 年８月から「禁煙

外来」を始めました。「たばこをやめたいと思っ

ているのにやめられない」という方はぜひ、

ご相談ください。禁煙のお手伝いをします。

　内服薬を 12 週間服用して、この間に５回

の診察が必要です。自己負担については、保

険が３割負担の場合、治療終了までに２万円

程度かかります。

※予約が必要です。電話による予約は行って

おりませんので、村田診療所に直接お越し

ください。

【問】 みやぎ県南中核病院附属村田診療所

　　 ☎８３−２４４５

　当院では病院の機能充実のため助産師・看

護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床

工学技士、医療ソーシャルワーカー（MSW）

を募集しています。

　詳しくは病院ホームページまたは総務課人

事係までお問い合わせください。

▼職種・採用予定人数

助産師・看護師 20 名　診療放射線技師 1 名

臨床検査技師 1 名　臨床工学技士　若干名

医療ソーシャルワーカー（MSW）　若干名

▼受付期間＝ 10 月 10 日（金）まで

▼試験日＝ 10 月 18 日（土）

【問】 みやぎ県南中核病院　総務課人事係

　　☎５１−５５００( 代)　内線２０１０

　　Ｅ-mai l : j inj i@southmiyagi-mc.jp

　　（平日  午前8 時30 分〜午後5 時）　　

みやぎ県南中核病院附属村田診療所からの
お知らせ

みやぎ県南中核病院からのお知らせ
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【水痘（水ぼうそう）ワクチン】

▼対象者＝町内に住民登録があり、以下のいずれかに該当するお子さん

①１歳以上３歳未満のお子さん

②３歳以上 5 歳未満のお子さん（平成 26 年度に限る）

▼接種回数・接種間隔

① 1 歳以上３歳未満：３か月以上（標準的には６か月〜 12 か月）の間隔をあけて 2 回

② 3 歳以上 5 歳未満：1 回

※対象の月齢であっても、過去に予防接種を受けた方や水ぼうそうに罹
かか

ったことがある方は、定期接種の対

象外となる場合もあります。

●接種できる医療機関、予診票交付等の詳細については下記のとおり改めてお知らせいたします。

①平成 21 年 10 月２日から平成 25 年 10 月２日生：個別通知にてお知らせ（10 月上旬）

②平成 25 年 10 月３日から平成 26 年５月生：１歳お誕生相談時にお知らせ

③平成 26 年６月から平成 26 年９月生：４か月児健診時にお知らせ

④平成 26 年 10 月生から：産婦・新生児訪問時にお知らせ

▼接種費用＝無料

【高齢者肺炎球菌ワクチン】

▼対象者＝町内に住民登録のあり、以下のいずれかに該当する方

①平成 27 年３月 31 日の時点で 65、70、75、80、85、90、95 歳、100 歳、101 歳以上の方（今年度のみ対象）

②接種日に 60 〜 64 歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障

害のある方など

※①②の対象の方には、個別通知にてお知らせします。

※すでに肺炎球菌ワクチンの接種を受けた方は定期接種の対象外となります。これまでの接種歴や健康状態

がわかる『かかりつけ医』で接種することをお勧めします。

▼接種回数・接種方法

肺炎球菌ワクチンを 1 回接種

※委託医療機関へお問い合せの上、通知書と同封の予診票、予防接種済証を

持参してください。

▼接種費用＝ 1,500 円　※接種する医療機関窓口でお支払いください。

※生活保護の方は無料

▼接種期間＝ 10 月１日〜平成 27 年３月 31 日

【問】保健センター　☎８３−２３１２

水痘（水ぼうそう）と高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種が10月１日から定期接種になります!

健康に関する講演会のお知らせ
▼日時＝ 10月26日(日)　午後１時30分〜３時10分

▼会場＝沼辺地区公民館

▼テーマ＝『硫化水素の人体への影響：過去と未来』

▼講師＝かくたこども＆アレルギークリニック院長　角田和彦先生

※入場無料でお申し込みは不要です。聴講を希望される方は、直接会場にお越しください。

【問】　宮城県疾病・感染症対策室　☎０２２−２１１−２６３６
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●村田町児童生徒意見発表会
▼日時＝10月23日（木）　午後２時

▼場所＝村田小学校体育館

▼内容＝町内小中学校児童生徒による意見発表

　村田町の将来を担う小中学生が日頃考えている

ことを発表します。力強い発表をどなたでも聞く

ことができます。ぜひ会場にお越しください。

  【問】村田小学校　☎８３−２０４９

●村田町こども音楽祭
▼日時＝10月29日（水）午前10時〜11時30分

▼場所＝えずこホール

▼内容＝町内の各幼稚園と保育所の園児、小中学

校の児童生徒による合唱や合奏。

　本格的なホールで多くの観客を前に発表しま

す。どなたでも発表を見ることができますので、

ぜひ会場にお越しください。

  【問】教育総務課（中央公民館内）

　　 ☎８３−２０３７

●第42回　村田町民文化祭開催
　文化の秋、今年も中央公民館・村田町文化協会

主催による町民文化祭を開催します。文化協会会

員が日頃の成果を発表します。みなさんお誘い合

わせのうえ、ご来場ください。

○展示の部

▼日時＝11月２日（日）午前９時30分〜午後４時

　　　　　　 ３日（月）午前９時30分〜午後３時

▼内容＝生け花、書道、写真、手芸、園芸、陶

芸・絵画等特別出展

▼場所＝村田町民体育館

○発表の部

▼日時＝11月３日（月）午前９時30分〜午後４時

▼内容＝民謡、詩吟、合唱、バンド演奏、カラオ

ケ、舞踊、大黒舞、フラダンス、どじょうすく

い特別出演等

▼場所＝中央公民館　大ホール

  【問】生涯学習課（中央公民館内）

 　　☎８３−２０２３

●第２回むらた天体観測講座
「皆既月食をみよう!」参加者募集

　10月８日は、日本各地で皆既月食を見ること

ができます。

　この貴重な機会に月食観測会を開催します。み

んなで月食のしくみや天体について学習しなが

ら、実際に月食が起こる様子を観測してみません

か?

▼日時＝10月８日（水）　午後６時〜９時

　※受付は午後５時40分から行います

▼場所＝沼辺地区公民館

▼対象＝町内在住の方

▼申込方法＝中央公民館又は沼辺地区公民館へ申

し込んでください。

▼その他

①曇りや雨天時の場合は公民館内で天体の学習

会を実施します。

②中学生以下のお子さんは、必ず保護者同伴で

参加してください。

▼申込期限＝10月３日（金）

  【問】生涯学習課（中央公民館内）

　　 ☎８３−２０２３

●仙南青年フェスティバル実行委員を
募集します!

　仙南青年フェスティバルは、仙南２市７町の青

年が中心となり、ステージ発表や作品展示など楽

しいイベントを行う文化祭のことです。開催地は

仙南各市町持ち回りで、前回は村田町を会場に行

われました。

　今回は、平成27年２月22日（日）に白石市で

開催します。そこで、企画・運営を行う実行委員

を募集します!

　どんなことをするのか決めるのは実行委員の皆

さんです。みんなで楽しい企画を考えませんか？

そして他市町の実行委員と交流を深めましょう!

▼対象＝町内在住の青年（20〜30代の方）

  【問】生涯学習課（中央公民館内）

　　 ☎８３−２０２３

▲昨年度の実行委員で集合写真!

教育総務課からのお知らせ

生涯学習課・公民館からのお知らせ
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村田町歴史みらい館開館20周年記念企画展
『むらた福づくし～村田商人の民間信仰～』を

開催中です!!

　江戸時代後期から昭和初期にかけて、様々な商

いにより商家町として賑わいをみせた「村田」。

村田商人は、商売繁盛や家内安全のため、様々な

神仏に祈願しました。

　歴史みらい館では、村田商人の家に伝わった恵

比寿・大黒天像や掛軸、達磨など、おめでたく縁

起の良い資料を中心に展示する企画展『むらた福

づくし〜村田商人の民間信仰〜』を、開館20周

年記念事業として開催しています。

　村田商人の民間信仰について知っていただく貴

重な機会になりますので、ぜひ皆さんでご覧くだ

さい。

▼会期＝平成27年１月18日（日）まで

▼場所＝歴史みらい館　企画展示室

▼観覧料＝無料

「子育てと自分さが

しが出会う場所」

／萩原光／主婦の

友社

　子育てに疲れた

ときこそ「本当の自

分」をとり戻すチャ

ンス。イライラをか

かえながら、ガマ

ンガマンで毎日を

送っている「よいお母さん」であるより、「しあ

わせなお母さん」であるほうが、子どもだってう

れしいはずです。この本では、一人でできるワー

ク（癒しのレッスン）もたくさん紹介しています。

　子育ての疲れ・イライラという、あなたに与え

られた「特権」を生かしながら、「自分さがし」

への旅へと出かけることにしてみませんか。

【歴史みらい館にない図書は…】

　歴史みらい館にない図書を借りたい場合は、

「図書館情報ネットワークシステム」を利用し

て、宮城県図書館の蔵書を検索・貸出予約ができ

ます。

(1)借りたい本の題名・作者・出版社・ジャンル

などを窓口にお申し出ください。

(2)窓口では、「図書館情報ネットワークシステ

ム」により、宮城県図書館所蔵の有無・貸出

状況などを確認し、貸出可能な場合、貸出依

頼を送信します。

(3)ご依頼の本がみらい館に届きましたら、お電

話にてご連絡いたしますので、窓口で本の貸

出手続きをお願いいたします。

（貸出期間は、貸出日を含めて15日間です。）

※歴史みらい館図書室では、ベストセラー本や人

気作家の小説等の寄贈を受け入れています。ご

家庭に眠っている本がございましたら、ぜひ当

館までご連絡ください。

●開館時間＝午前9時〜午後5時

　　　　　　（展示室への入室は午後4時30分まで）

●10月の休館日＝6日・14日・20日・27日

【問】歴史みらい館　☎８３−６８２２

今月の歴史みらい館

▲弁財天像

●第 29回国民文化祭・あきた 2014
　美術展

▼日時＝ 10 月 4 日（土）〜 13 日（月）　

▼場所＝秋田市（秋田県立美術館、にぎわい

交流館 AU、アトリオン）

※招待作品展示『東北作家・風土への想い』に

ガラス工芸作家の志賀英二さん（足立西）、

写真作家の佐々木純市さん（本町）の作品が

展示されます。
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〜幼稚園や保育所等の利用手続きが変わります〜

　平成 24 年８月に子ども・子育て関連３法が成立したことに伴い、新たに子

ども・子育て支援新制度がスタートします。

　保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の基に、幼

児期の教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目指

した制度です。

　新制度では、保育所や幼稚園等を利用する際に保護者からの申請に基づいて、町がお子さん一人一

人について保育を必要とする事由や保護者の就労状況に応じて保育の必要性の認定を行います。

◆施設の利用手続きはどうなるの？

　幼稚園や保育所等の利用にあたっては、町から「保育の必要性の認定」（下記の表）を受ける必要が

あります。

●保育の必要性の認定区分

区分 年齢 想定される就労形態例 保育の必要性 利用できる施設など

１号認定 ３歳～５歳

父親　フルタイム　
母親　専業主婦（月48

時間未満のパート
タイムも含む）

なし 幼稚園
※認定子ども園

２号認定 ３歳～５歳 父親　フルタイム
母親　フルタイムまたは

パートタイム（月
4 8 時 間 以 上 の
パートタイム）

あり 保育所　※認定子ども園

３号認定 ０歳～２歳 あり

保育所
※認定子ども園
※家庭的保育事業
※小規模保育事業　等

※印の施設は、現在村田町にない施設です。

〜施設利用の流れについて〜

【保育所】 【幼稚園】
①町に「保育の必要性の認定」の申請をします。
※③の入所申し込みを同時に行えます。

①幼稚園へ入園の申し込みをします。
（平成27年度の申し込みについては、次ページをご覧ください）➡ ➡

②認定審査後、町から２号または３号認定の
認定証が交付されます。

②園を通じて「保育の必要性の認定の申請」
を申請します。➡ ➡

③保育所の入所申し込みをします。
（平成27年度の申し込みについては、次ページをご覧ください）

③園を通じて、町から１号認定の認定証が交
付されます。➡ ➡

④入所の判定後、入所の承諾、不承諾の通知
が送付されます。

④入園説明会にて「入園の許可について」が
通知されます。➡ ➡

⑤保育所へ入所 ⑤幼稚園へ入園

　※詳しい内容を知りたい方は、内閣府ホームページをご覧ください。

　　http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html

【問】子育て支援課　☎８３−６４０５

平成27年４月から子ども・子育て支援新制度がはじまります
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　平成 27 年度町立幼稚園の入園申込受付を行い

ます。

▼募集幼稚園

　村田幼稚園（村田字北塩内 41）

　沼辺幼稚園（沼辺字籠田 72）

▼募集年齢

　3 歳児（年少組）

　　平成 23 年４月２日〜平成 24 年４月１日生

　4 歳児（年中組）

　　平成 22 年４月２日〜平成 23 年４月１日生

　5 歳児（年長組）

　　平成 21 年４月２日〜平成 22 年４月１日生

▼保育時間＝午前９時〜午後１時

▼通園方法＝保護者による送迎

※小泉・菅生・西足立地区の希望者は、通園バス

を利用できます。

▼休日＝土日祝日、年末年始、春夏冬休みあり

▼保育料＝毎月 5,000 円（牛乳、教材費等の別途

集金あり）

▼申込期間＝ 10 月１日（水）〜 17 日（金）

▼申込方法＝入園願書に必要事項を記載し、各幼

稚園へ提出してください。

※入園願書は教育委員会（中央公民館内）、各幼

稚園に用意してあります。

【問】教育総務課（中央公民館内）　

　　　☎８３−２０３７

　　　村田幼稚園　☎８３−２３４１

　　　沼辺幼稚園　☎５２−３５２７

　平成 27 年度（来春４月）の入所申込受付を行

います。

▼入所資格＝生後 10 か月〜満５歳のお子さんで、

保護者が次の①〜⑩のいずれかに該当する場合に

限ります。

①就労（１か月あたり 48 時間以上）しているこ

と②妊娠（産前８週）・出産後間もない（産後８週）

③保護者が疾病・障害を有していること④同居ま

たは長期入院等している親族の介護・看護を常時

していること⑤災害の復旧にあたっていること⑥

求職活動中であること（企業準備を含む）⑦就学

中であること⑧虐待や DV のおそれがあること⑨

育児休業取得中に、既に保育を利用している子ど

もがいて継続利用が必要であること⑩その他、上

記に類する状態として町長が認める場合

※定員を超える申し込みがあった場合には、保育

の必要性の高い方が優先されます。

▼定員＝ 90 名

▼保育時間＝午前８時〜午後４時

【仲良し保育】就労等の都合により、保育時間内

に児童の送迎ができない場合、早朝７時 15 分〜

８時・夕方４時〜６時 15 分まで保育を行います。

▼休日＝日曜日・祝日・年末年始等

▼申込期間＝ 11 月 10 日（月）〜 21 日（金）

▼申込方法＝申込書に必要事項を記入の上、書類

を添えて、子育て支援課または村田保育所まで

提出してください。

▼申込書配布期間＝ 10 月 27 日（月）から子育

て支援課、村田保育所で配布します

▼決定通知＝平成 27 年２月上旬

※入所申し込みと併せて、「保育の必要性の認定」

の申請が必要です。詳しくは 10 月 27 日（月）

から配布する「入所申込のご案内」をご覧くだ

さい。

【問】子育て支援課　☎８３−６４０５

　　 村田保育所　　☎８３−２４０６

　平成 27 年度の村田町留守家庭児童学級の申込

受付を行います。

　留守家庭児童学級は、就労等で保護者が家庭に

いない児童を預かり、集団生活を通して適切な遊

びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図りま

す。

▼対象児童学級及び定員＝村田児童学級　50 名

　　　　　　　　　　　　沼辺児童学級　15 名

▼対象児＝町内の小学校１年生から３年生までの

児童（ただし、特別な事情がある４年生を含む）

▼申込期間＝ 11 月 10 日（月）〜 21 日（金）厳守

▼申込方法＝申込書に必要事項を記入の上、書類

を添えて直接希望する児童学級へ提出してくだ

さい。

　また、学校長期休業期間のみ利用の方も申し込

みが必要となりますので、申込書等を提出して

ください。

▼申込書配布期間＝ 10 月 27 日（月）から各児

童学級、子育て支援課、沼辺支所で配布します。

▼入級の決定＝申し込みのあった方について必要

な審査を行い、決定後通知します。

※詳しい募集要項については、問い合わせ先のほ

か町内の幼稚園、保育所に掲示しますのでご覧

ください。

【問】村田児童学級（町民体育館内）

　　 ☎８３−５５１５

　　 沼辺児童学級（村田二小体育館内）

　　 ☎５１−５１１５

　　 子育て支援課　☎８３−６４０５

　　 沼辺支所　　　☎５２−１６４４

幼稚園新入園児募集

村田保育所入所申込受付

村田町留守家庭児童学級入級申込受付



おしらせばん9

　10 月 20 日（月）〜 26 日 ( 日 ) は「行政相談週間」

です。行政相談委員は、次の日程で行政相談を行い

ます。

▼日時・場所

・10月15日（水）午前10時〜正午

　村田町役場１階　町民室（パネル展）

・10月20日（月）午前10時〜正午

　沼辺地区公民館

・10月20日（月）午後１時30分〜３時30分

　小泉地区公民館

・10月22日（水）午前10時〜正午

　村田町役場３階　ミーティングルーム

・10月24日（金）午前10時〜正午

　西足立地区公民館

・10月24日（金）午後２時〜４時

　菅生地区公民館

　相談は無料で、秘密は厳守します。匿名の取扱い

もできますので、どうぞお気軽にご相談ください。

【行政相談委員】安部哲男さん

大字村田字下河原１−２０　☎８３−２３５８

　東北管区行政評価局では、行政相談週間行事の

一環として、大河原町において「総務省一日行政

困りごと相談所」を開設します。行政に関する苦

情、意見要望などがありましたら、お気軽にお申

し出ください。相談は無料です。

▼日時＝10月17日（金）

　　　　午前10時30分〜午後３時30分

▼場所＝大河原フォルテ　第２アトリウム広場

▼参加機関＝国の出先機関、宮城県、関係団体、

仙台弁護士会、東北管区行政評価局、行政相談

委員等

【問】東北管区行政評価局　行政相談課

　　  ☎０２２−２６２−７８３９

子育て支援センター 10 月の予定

○わんぱく広場　対象：２歳以上

日時＝10月7日（火）・8日（水）　午前10時15分〜11時

※2日間行います。雨天の場合は中止です。

場所＝子育て支援センター

内容＝「シャボン玉遊び」

○わくわく移動広場　対象：未就学児

日時＝10月16日（木）　午前10時〜11時30分

場所＝沼辺地区公民館和室・大ホール

内容＝「サッカー体験・体操」ほか

講師＝宮城県サッカー協会

持ち物＝タオル、飲み物、上靴

※遊びの支援や子育て相談を行いますので、お

気軽においでください。

○みんなの広場　対象：未就学児

日時＝10月23日（木）　午前10時〜12時

場所＝旧三小体育館

内容＝「ミニ運動会」

持ち物＝タオル、飲み物、上靴

申込方法＝10月17日（金）までに子育て支援セ

ンターへ申し込んでください。（電話可）

○おかあさんの広場　（託児あり）

日時＝10月29日（水）　午前10時〜12時

場所＝村田町保健センター

内容＝「町栄養士によるクッキング」

今回は家族みんなで食べられるおいしい夕食メ

ニューです。

・ご飯　・ミートローフ　・トマトサラダ

・ミネストローネスープ

持ち物＝エプロン・三角巾

参加費＝ 500 円（材料費等）　

定員＝ 10 名

申込方法＝10月21日（火）まで参加費を添えて

子育て支援センターへ申し込んでください。

（電話可）

 【問】子育て支援センター（村田児童館内）

　　　☎・　 ８３−３９０１

行政相談週間

総務省　一日行政困りごと相談所
～10月20日（月）～26日（日）は行政相談週間です!～

子育て支援センターからのお知らせ
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平成27年版みやぎ手帳・
農業日誌等の購入申し込み受付中!

　購入を希望される方は、下記までお申し込みく

ださい。

●みやぎ手帳500円　●農業日誌1,500円

●ファミリー日誌 1,500円　●新農家暦 520円

▼申込期間=10月17日（金）まで

▼申込先＝各地区行政区長、企画財政課、沼辺支

所、菅生出張所

【問】企画財政課　まちづくり推進班

　　☎８３−２１１２

▼入居募集住宅（３戸）

①金谷住宅５−33号（中耐３階建）

②金谷住宅５−35号（中耐３階建）

③新石生住宅10−３号（簡耐２階建）

▼家賃月額

　建設年度・面積・入居世帯の所得額等によって決

定されます。

▼入居資格

・現在、住宅に困っていることが明らかな方

（持ち家のない方）

・税金等の滞納が無い方

・公営住宅法に定める収入基準額を満たしてい

る方

・その他入居資格条件がありますので、建設課

へお問い合わせください。

▼申込期間＝10月１日（水）〜14日（火）

※申込者多数の場合は、抽選で各住宅毎に入居予

定者を決定します。

※村田町のホームページでも入居資格等について

確認できます。

【問・申込み】建設課　管理班　☎８３−６４０７

　昭和 56 年５月 31 日以前に着工した木造在来

軸組構法及び枠組壁構法の戸建て木造住宅を対象

に耐震診断士を派遣し、住宅の耐震診断と耐震改

修計画作成を行います。

　診断料 14 万 8300 円（延床面積 200 ㎡以下の

場合）の内 14 万 5000 円を助成します。自己負

担額 3,300 円で耐震診断を受けることができます。

　延床面積が 200 ㎡を超える場合は診断料・自

己負担額等が変わります。

▼募集件数＝７件（申込多数の場合調整有）

▼申込期間＝ 10 月１日（水）〜 31 日（金）

【問・申込み】建設課　☎８３−６４０７

○対象住宅　次に該当する住宅

（１）昭和56年５月31日以前に着工した木造在来

軸組構法又は枠組壁構法の戸建て木造住宅。

（２）町実施の耐震一般診断助成事業において上部

構造評点1.0未満の住宅で、改修工事施工後上

部構造評点1.0以上に改修又は建替え工事を

実施する住宅等。

　その他要件もありますので、詳しい内容はお問

い合わせください。

▼補助額

（１）耐震改修工事のみの場合

　　最大補助額　45万円

（２）耐震改修工事とその他改修工事を行う場合

　　最大補助額　55万円

▼募集件数＝３件（申込多数の場合調整有）

▼申込期間＝10月１日（水）〜31日（金）

【問・申込み】建設課　☎８３−６４０７

木造住宅耐震診断助成事業

町営住宅入居者募集

木造住宅耐震改修工事促進助成事業

労使間トラブルの解決を支援します

　宮城県労働委員会では、解雇、賃金、パワ

ハラ、セクハラなど労働関係をめぐる労働者

個人と使用者との間のトラブルについて、話

し合いによる解決を支援しています。公益、

労働者、使用者、それぞれの立場の労働問題

の専門家が、公平公正に問題解決の合意点を

探りながら、話し合いを取り持つことにより、

紛争の解決を目指します。費用は無料で、秘

密は厳守されますので、労使間のトラブルで

お困りの方は、この制度の利用についてお気

軽にご相談ください。

【問】宮城県労働委員会事務局（県庁 17 階）

　　　☎０２２−２１１−３７８７

        http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/

        kobetu-assen-1.html



期限内の納入をお願いします。

①町県民税　　　　　　　　 ３期分

②国民健康保険税　　　　　 ７期分

③介護保険料　　　　　　　 ７期分

④後期高齢者医療保険料　　 ４期分

⑤水道使用料　　　　　　　10月分

⑥下水道使用料　　　　　　10月分

【口座振替をご利用ください】

　指定口座から自動振替されますので納め忘れも

なく安心です。また、わざわざ金融機関に出かけ

る必要もなくたいへん便利です。

○取扱金融機関

　みやぎ仙南農業協同組合・七十七銀行・仙南信

用金庫・郵便局（ゆうちょ銀行）

○利用できる税目等

　町県民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車

税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者

医療保険料・水道使用料・下水道使用料・住宅

使用料

○利用の手続き

● 金融機関・郵便局の窓口で申し込んでくだ

さい。（町内の金融機関・郵便局には依頼書を

備え付けてあります）

● 町外の金融機関・郵便局で手続きをする場

合は、下記までご連絡ください。（町外の金融

機関・郵便局には依頼書がありません）

● 申し込みをする際には、通帳と通帳届出印

をご持参ください。

【問】〈町県民税・国保税・介護保険料・後期高齢者医療保険料〉

　　                   税務課　 　 ☎８３−６４０３

　　〈水道使用料〉水道事業所 ☎８３−２８７０

　　〈下水道使用料〉建設課     ☎８３−６４０７

　８月６日から９月５日までの測定結果の概要

は、次のとおりです。

■空間線量測定結果　　　　　　　 単位:μSv/h

測　定　場　所 回数 空間線量

村 田 町 役 場 敷 地 23 0.05 ～ 0.06

村 田 小 学 校 3 0.04 ～ 0.05

村田第二小学校・沼辺児童館 3 0.04 ～ 0.05

村 田 第 一 中 学 校 3 0.04 ～ 0.06

村 田 第 二 中 学 校 3 0.06 ～ 0.08

村 田 幼 稚 園 3 0.07 ～ 0.07

沼 辺 幼 稚 園 3 0.04 ～ 0.04

村 田 保 育 所 3 0.07 ～ 0.07

村 田 児 童 館 3 0.07 ～ 0.07
　学校等の空間線量は、校庭中央等１ヶ所の測定

値を掲載しています。

■食品等簡易放射能測定結果

区　　分 検体 基準値超過数

町 内 産 農 林 産 品 等 6 0

給食
食材

村 田 保 育 所 5 0

村 田 第 一 中 学 校 4 0

村 田 第 二 小 学 校
村 田 第 二 中 学 校 4 0

住民持込み農林産品等 9 0

　個々の詳細な測定結果は、村田町ホームページ

（東日本大震災関連情報）をご覧ください。

 

【問】町民生活課　環境衛生班　☎８３−６４０１
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放射線対策に関するお知らせ

平成26年10月の納税・保険料・使用料

　 守ろう！暮らしの安全・安心

消防署からのお知らせ

〜救急の広場を開催します〜

▼日時＝ 10 月 18 日（土）午前 10 時〜正午

▼場所＝道の駅「村田」駐車場内

▼内容＝①心肺蘇生法の展示、体験②外傷の手当

③救急車、消防車両の展示④ミニ消防車の搭乗

【問】　大河原消防署村田出張所

　　　☎８３−２４０８

「犯罪被害者週間・県民のつどい公開講演会」

▼日時＝ 11 月 11 日（火）午後１時〜４時 30 分

▼場所＝江陽グランドホテル　５階鳳凰の間

▼内容

　○ふれあいコンサート　歌手　さとう宗幸　氏

　○講演会　秋田看護福祉大学教授　山内　久子　氏

【問】（公社）みやぎ被害者支援センター

　　　☎・　０２２−３０１−７８４０
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●街の法律家・行政書士による無料法務相談
▼日時＝ 10 月 11 日（土）午前 10 時〜午後 3 時
▼場所＝白石市　ふれあいプラザ
▼相談内容＝相続や遺言、成年後見制度、契約等
民事上の権利義務等に関すること。※予約優先
行政書士には守秘義務があり、秘密は守られます
ので、安心してご相談ください。

【問・予約】　宮城県行政書士会仙南支部
　　　　　　☎５９−３２７７
●無料調停相談会
▼日時＝ 10 月 18 日（土）午前 10 時〜午後３時
▼場所＝大河原駅前「オーガ」２階
▼相談内容＝離婚、養育費、土地建物、消費者金
融、交通事故等に関すること。
※予約不要。秘密は厳守されます。

【問】大河原調停協会事務局　☎５２−２１０１
●社会保険労務士による無料相談会
▼日時＝ 10 月 10 日（金）午前 10 時〜午後６時
▼場所＝大河原駅前「オーガ」２階　研修室
▼相談内容＝健康保険、年金、雇用保険、労災保
険、賃金等に関すること。

【問】社会保険労務士会大河原支部
　　社会保険労務士　星　孝夫　☎８３−３５０４
●無料弁護士移動相談会（中小企業・個人事業者
向け・事業上の問題対象）
　取引上の悩み、トラブル、疑問等について弁護
士のアドバイスを受けてみませんか？
▼日時＝ 11月４日（火）午後１時〜４時　※予約制
▼場所＝大河原合同庁舎
▼申込締切＝ 10 月 27 日（月）

【問・申込み】　（公財）みやぎ産業振興機構
　　　　　　　☎０１２０−４１８−６１８
●オストメイト相談会
▼日時＝ 11 月１日（土）午後１時〜４時
▼場所＝名取駅コミュニティプラザ
▼対象＝県内のオストメイト（人工肛門・人工膀
胱保有者）及び家族等
▼相談内容＝術後のケア、装具、社会生活、福祉
制度等に関すること。
▼講師＝宮城県立がんセンター　皮膚排泄ケア認
定看護師　斎藤　知江　氏

【問】（公社）日本オストミー協会宮城県支部
　　　☎・　０２２８−３２−４２３４

●えずこホール　イベント情報
二兎社『鷗外の怪談』
▼日時＝ 11 月１日（土 )　午後２時開演
▼チケット（全席指定）

1 階　一般 4,000 円　学生 2,000 円
2 階　一般 3,000 円　学生 1,500 円

（当日各 500 円増）※発売中

日野皓平スペシャルライブ Vol.2 With Gest 森山良子
▼日時＝ 11 月 11 日（火）　午後７時開演
▼チケット（全席指定）

一般 4,000 円　学生 2,000 円
（当日各 500 円増）※ 10/ ４発売

【問】えずこホール　☎５２−３００４
●ことりはうすイベント情報
きのこ観察会
▼内容＝蔵王山麓のきのこを観察します。
▼期日＝ 10 月 12 日（日）午前 10 時〜正午
▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター
▼参加費＝ 500 円
▼定員＝ 20 名（対象：小学生以上）　※要予約
※歩きやすい服装（長袖、長ズボン、歩きやすい

靴）でご参加ください。小雨決行。
草木染体験
▼内容＝季節ごとの植物や木の葉を用いて染物を作り
ます。ハンカチやランチョンマットなどに使えます。
▼期日＝ 10 月 13 日（月）・25 日（土）
▼時間＝午前 10 時〜正午
▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター
▼参加費＝ 300 円
▼定員＝先着20名（対象：小学生以上）　※当日受付

【問】蔵王野鳥の森自然観察センター「ことりはうす」
　　☎０２２４−３４−１８８２　　０２２４−３４−１８７１
●秋の七ヶ宿ダム休日見学会
▼日時＝ 10 月５日（日）・26 日 ( 日 )　
▼時間＝①午前 10 時②午後 1 時③午後 3 時
▼集合場所＝七ヶ宿ダム管理所　展示室
※参加者には、ダムカードを差し上げます。
▼内容＝係員によるダムの説明・ビデオ視聴、ダ

ム堤体内部の監
かん

査
さ

廊
ろう

見学。

【問】七ヶ宿ダム管理所　☎０１２０−１６７−８７７
●宮城いきいき学園仙南校文化祭
▼日時＝ 10月4日（土）午前10時30分〜午後４時
▼場所＝岩沼市民会館
▼内容＝作品展示、ステージ発表、震災チャリティ
募金、お楽しみ抽選会

【問】宮城いきいき学園仙南校文化祭実行委員会
　　　柳田　剛　☎５６−５５６１
●第 29 回「かくよう祭」
▼日時＝ 11 月１日（土）午前９時 45 分〜午後２時
▼場所＝宮城県立角田支援学校
▼内容＝ステージ発表、作品展示、作業学習作品等販
売等　※詳しくは、本校ホームページをご覧ください。

【問】宮城県立角田支援学校　☎０２２４−６３−２５５５
●みちのく・みやぎ矯正展
▼日時＝ 11 月１日（土）午前９時〜午後３時　
▼場所＝宮城刑務所
▼内容＝矯正行政の広報、刑務所作業製品展示・
販売、親子刑務官写真撮影等

【問】宮城刑務所作業部門
　　　☎０２２−２８５−１９６７
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●エイズ・クラミジア・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎の相談、
抗体検査
　相談・検査ともプライバシーはかたく守られ、
性感染症相談は匿名で受けられます。
＜検査＞
・感染が気になる方は原則無料。
・検査は予約が必要です。
・検査内容：問診・採血（10ml）
・検査結果は、次の検査日に来所していただき、

直接お知らせします（代理不可）。
▼日時＝ 10 月 14 日（火）・28 日（火）

エイズ・クラミジア検査：午後１時〜３時
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査：午後３時〜４時

▼場所＝仙南保健所
＜性感染症や肝炎に関する相談＞
・電話：平日、午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
・面接：検査日時に無料で受けられます。
【予約・問合せ】
　仙南保健所　疾病対策班　☎５３−３１２１
●骨髄バンクドナー登録
　白血病などで骨髄移植を希望する方に提供者が
見つかるよう、登録にご協力ください。
＜登録要件＞
・年齢：18 歳以上、54 歳以下の健康な方
・体重：男性 45 ㎏以上、女性 40 ㎏以上
＜登録の流れ＞
・登録の説明→問診→申込書記入→採血
▼日時＝ 10 月 14 日（火）・28 日（火）
　　　　午前９時〜 10 時
▼場所＝仙南保健所
※献血ルーム（アエル 20・ＡＯＢＡ）でも登録
できます。

【予約・問合せ】
　仙南保健所　疾病対策班　☎５３−３１２１
●思春期・引きこもり専門相談
　思春期のトラブルや引きこもりの悩みに対し
て、精神科医や相談員による相談を行います。本
人だけでなく、家族や関係する方が相談すること
もできます（要予約）。
▼日時＝ 10月２日（木）　午後１時〜３時
▼場所＝仙南保健所

●アルコール専門相談
　アルコールの問題は、心身の健康を損ない、家
族にも大きく影響するものです。精神保健福祉士
が相談をお受けします。本人だけでなく家族が相
談することもできます（要予約）。
▼日時＝ 10 月 15 日（水）午後１時〜３時
▼場所＝仙南保健所

【予約・問合せ】
　仙南保健所　母子障害班　☎５３−３１３２
● 10 月１日〜７日は「公証週間」です
　私人間の権利・義務を明確にし、争いを未然に防
止するのが公証制度です。遺言、任意後見、離婚
（養育費や慰謝料等）や金銭・土地建物の賃借など
の大切な契約は、法務大臣が任命した法律の専門家
である公証人が作成した、公正証書にしておくこと
をお奨めします。管内の公証役場は大河原公証役場
です。お気軽にご連絡ください。

【問】紺野公証人　☎５３−２２６５
●法の日「司法書士無料法律相談会」
▼日時＝ 10 月 4 日（土）午前 10 時〜午後 3 時
▼場所＝川崎町公民館
▼相談内容＝不動産の登記、会社・法人の登記、
遺言、成年後見、多重債務等に関すること。
司法書士には守秘義務があり、秘密は守られます
ので、安心してご相談ください。

【問】宮城県司法書士会仙南支部
　 　 支部長　佐藤　英一　 ☎８４−２０３４
●「全国一斉 ! 法務局休日相談所」を開設します
▼日時＝ 10 月５日（日）午前 10 時〜午後３時
▼場所＝イオン船岡店、イオンモール名取
▼相談内容＝不動産・会社法人登記、戸籍、供託
に関する相談及び近隣トラブルなど人権に関する
こと。相談には、法務局職員、公証人、人権擁護
委員、司法書士及び土地家屋調査士が応じます。
　相談は無料で、予約は不要です。秘密は固く守
ります。
※イオンモール名取では、弁護士による法律相談

もお受けします。事前の予約が必要ですので、
10 月２日（木）までに法テラス宮城☎０５０
−３３８３−５５３８へお電話ください。

【問】仙台法務局民事行政調査官室
　 　 ☎０２２−２２５−５７２０
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【納付期間が 40 年未満の方が対象】

　60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間（25

年）を満たしていない場合や、満額受給ができ

る40年の納付期間に足りないときは、60歳以降

に任意で国民年金に加入することができます。

＜60歳以降の任意加入＞

満60歳時点での
納付期間 任意加入可能期間

25年未満 65歳まで。ただし25年に足り
ない場合は、70歳まで。

25年以上
40年未満

65歳まで。または40年（満
額）到達時まで。

※任意加入の保険料納付方法は口座振替のみです。

【国外在住でも加入できます】

　国民年金第１号被保険者が国外に転出する

と、自動的に被保険者資格を喪失します。ただ

し、申出をすることで国外在住のまま国民年金

への任意加入が可能です。詳細はお問い合わせ

ください。

　国民年金保険料は全国の金融機関のほか、コ

ンビニエンスストアでも納付することができま

す。休日や夜間も利用できるコンビニ納付をど

うぞご利用ください。

　日本年金機構では、国民年金保険料の未納期

間がある程度の長さになった方で、通知書等で

のお知らせにご返答いただけなかった場合に、

保険料の強制徴収を実施することがあります。

　経済的に納付が難しいときは、保険料納付免

除を申請することもできますので、お早目にご

相談ください。

 【問】大河原年金事務所　　　　☎５１−３１１１

　　町民生活課　保険年金班　☎８３−６４０１  

　　日本年金機構ホームページ　http://www.nenkin.go.jp/

　国民生活センターと消費者センター等を結ぶ

「全国消費生活情報ネットワーク・システム（PIO-

NET）」によって収録された、2013年度の消費生活

相談情報の取りまとめが公表されました。

　相談件数は93.5万件（前年度は約86万件）でピー

クの2004年度以来9年ぶりに増加に転じました。

　最も増加したのは「健康食品」の相談で、前年度に

引き続き高齢者宅に注文した覚えのない健康食品が

送付されてくる、送り付け商法に関する相談が多くあ

りました。

【事例】「ご注文頂いた健康食品を送ります」と電

話があったので、「頼んでいないので送らないでくだ

さい」と電話を切った。後日差出人のない封書が届

き、「健康食品の注文を確認したが、頼んでいないな

どと発送前日にキャンセルされ損害金が発生した。

期間内に3,000円支払わなければ法的手段に訴え

る」と書いてあった。注文していないのに損害賠償請

求される覚えがない。どうしたらよいか。

　また、「代わりに購入すれば高値で買い取る」など

と立場の違う複数の業者が、実態不明のファンド等

の金融商品や権利等を電話で勧誘する「劇場型」の

被害も増えています。

【事例】Ａ銀行を名乗る男性から「あなたは大手企

業Ｂ社の株を買えるリストに載っている。購入しない

か」と電話があったが、よく意味が分からず断った。

翌日、今度はＢ社の社員という男性が「自分で自社の

株を買うとインサイダー取引になるのであなたの名

前で買わせてほしい。後日倍にして返す」と言ってき

た。Ｂ社は有名な会社だから間違いはないだろうし、

お金ももらえるならと思い、指示されたとおりに口座

開設料300万円をＡ銀行に郵送し、その後も「保証

金」などの名目で合計約1500万円支払った。あまり

高額になったので不安になり、電話をしてみたがつ

ながらない。  

※高齢者の相談については増加傾向が続いていま

す。十分ご注意ください。

○消費生活相談、まずはお電話を！

・村田町消費生活センター（東庁舎４階）

 （午前９時〜午後４時 月･水･金）　☎８３−６４０１

・県大河原合同庁舎 県民サービスセンター

　午前９時〜午後４時　月〜金　　☎５２−５７００

・宮城県消費生活センター

　平日 午前９時〜午後５時　土日 午前９時〜午後４時

　☎０２２−２６１−５１６１

※祝日・年末年始はお休みです。

【問】町民生活課　総合窓口班　☎８３−６４０１

おしらせばん 14

2013年度　消費生活相談の概要について

消 費 者 の 　 　 窓

国民年金ご存じですか?

国民年金の任意加入制度
便利なコンビニ納付をご利用ください

保険料の強制徴収について
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町 のようす 平成26年8月末日現在

人口････ 11,674人（＋1人）
男････  5,808人（＋2人）
女････  5,866人（－1人）

転入･･  27人 転出･･ 24人
出生･･  ４人 死亡･･  ６人

世帯数･･･ 3,896戸（＋5戸）

結 婚 お め で と う（敬称略）

誕 生 お め で と う（敬称略）

おくやみ申し上げます（敬称略）

 「哀悼のことば」について
　町では町内在住の死亡された方に対し、「哀悼のこと
ば」を死亡届けの際にお渡し申し上げ、弔意を表してお
ります。
　告別式において、弔電ご披露の折にご奉読をお願いし
ております。

■このコーナーでは､結婚･誕生･死亡のお知らせを行って
います｡掲載を希望される方は､戸籍の届けでの際､窓口
にある「お知らせ依頼書」に記入し､申請してください。

村田町保健推進員会おすすめ! ヘルシー献立

10月の献立

ドリア

　今月は平成25年度に実施した朝ごはんレシピコ

ンテストにおいて銅賞を受賞した作品をご紹介しま

す。

●献立名　ドリア

　　　　　藤井　良子さん（本町）

▼一人分の材料

ごはん120ｇ　ケチャップ小さじ2　油大さじ1/2　

小麦粉大さじ1/2　牛乳75CC　塩・こしょう少々　

枝豆適宜　ウインナーソーセージ1本　

とろけるスライスチーズ1枚

▼作り方

①フライパンに植物油、小麦粉を入れ、木べらでか

き混ぜ火をつけます。牛乳を入れ混ぜ、とろみが

ついたら火を止め、塩・こしょうし、よく混ぜます。

（ホワイトソースの完成）

②温かいごはんにケチャップを入れ混ぜます。

③グラタン皿などに、②のケチャップごはんを敷き、

①のホワイトソースをかけ、ウインナーソーセー

ジ、スライスチーズ、枝豆をのせて、オーブントー

スターで 5 分焼きます。

※ホワイトソースを作るときはバターでやると時間が

かかりますが、植物油に代えるととろみがあっとい

う間につきます。

  献立のエネルギーは460キロカロリー

　　　　　　　　　　  たんぱく質15ｇ　塩分1.3ｇ

【問】保健センター　☎８３−２３１２

赤ちゃん 両　親 行政区

髙
たか

橋
はし

　瑠
る

菜
な

ちゃん （亮・麻菜美） 本　町

髙
たか

橋
はし

　妃
ひ

夏
な

ちゃん （政彦・寿江） 小泉西町

岡
おかざき

崎　暁
あきと

士くん （敦・鮎美） 沼辺南

村
むらかみ

上　渚
な

柘
つ

くん （達郎・友貴） 小泉西町

柴
しばさき

崎　心
み

彩
さ

ちゃん （武郎・梓乃） 関　場

渡
わたなべ

邉　智
とも

博
ひろ

くん （佳博・美智子）本　郷

渡
わたなべ

邊　心
み

彩
あ

ちゃん（隼輔・ちづる）千　塚

船
ふなき

木愛
あ い り

依莉ちゃん （貴幸・寿恵） 関　場

♥ 平間　弘晃 （沼　田）
岩間亜由美 （小泉中）

♥ 森　　　響 （荒　町）
高橋　　南 （蔵王町）

喜び  と 悲しみ

氏　名 年　齢 世帯主 行政区

丹野　　久 （84） 本　人 内　町

小川　敏雄 （65） 本　人 沼辺北

髙橋　　清 （69） 本　人 関　場

平間　秀吉 （66） 本　人 沼辺北

佐久間とよ （94） 一　郎 沼辺北

的場　芳雄 （85） 本　人 足立東

佐藤　吉男 （79） 昌　徳 小泉西町
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10 神無月神無月
月 カレンダー町 民

10月は　　日です。10月は　　日です。191919

保健センター　☎83-2312
◆予防接種…母子健康手帳､予診票
◆乳幼児健診…母子健康手帳､バスタオル､問診票
◆1歳児お誕生相談…母子健康手帳､問診表､1回分のおやつ､

「天使の笑顔」掲載希望の方は依頼書とスナップ写真
※母子健康手帳交付（妊娠届）の際は､できるだけ本人が来所

してください。
※お子さんが感染症などにかかっている場合､次回の健康診査

日・相談日をご利用ください。
◆「食生活相談・健康相談」と「こころの健康相談」は予約制で

す。事前に保健センターへご連絡ください。
【社会福祉協議会　☎８３−５４２２】
◆生活相談＝毎週　水曜日（祝日を除く）
　　　　　　午後１時～４時

休日当番医

内科 日下内科医院 （大河原） ☎52-1058
外科 善積医院 （村　田） ☎83-2172
歯科 はせ歯科医院 （大河原） ☎52-1080
薬局 村上薬局 （大河原） ☎52-4275

関谷薬局 （大河原） ☎52-2133

内科 村田内科クリニック （村　田） ☎83-6061
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 さくら歯科 （大河原） ☎52-3900
薬局 やすらぎ調剤薬局 （村　田） ☎83-6890

カメイ調剤薬局大河原店 （大河原） ☎51-3121

内科 太田内科 （柴　田） ☎55-1702
外科 毛利産婦人科医院 （柴　田） ☎55-3509
歯科 歯科ヒライ （柴　田） ☎55-4025
薬局 船岡調剤薬局 （柴　田） ☎58-1189

銀座薬局 （柴　田） ☎54-2201

内科 安藤医院 （大河原） ☎52-1123
外科 かわち医院 （大河原） ☎52-3115
歯科 前田歯科医院 （村　田） ☎83-6480
薬局 関谷薬局 （大河原） ☎52-2133

大槻薬局東新町店 （大河原） ☎52-0885

内科 佐藤内科クリニック （柴　田） ☎54-3755
外科 永沼整形外科 （柴　田） ☎54-2244
歯科 としみ歯科クリニック （大河原） ☎52-8143
薬局 調剤薬局船岡店 （柴　田） ☎55-2776

ひまわり薬局 （柴　田） ☎87-8430

内科 平井内科 （大河原） ☎52-2777
外科 庄司クリニック （大河原） ☎51-3741
歯科 村上歯科医院 （大河原） ☎53-3563
薬局 甲子調剤薬局 （大河原） ☎51-5085

さとう調剤薬局 （大河原） ☎51-4431

内科 さくら小児科医院 （大河原） ☎51-5355
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 もり歯科クリニック （大河原） ☎52-1563
薬局 仙台調剤大河原店 （大河原） ☎51-4040

アイランド薬局 （大河原） ☎53-4189

10月 ５ 日（日曜日）

11月２ 日（日曜日）

　12  日（日曜日）

　13 日（月曜日・体育の日）

　19  日（日曜日）

　26 日（日曜日）

　３ 日（月曜日・文化の日）

日 曜 10 月 1 日～ 10 月 31 日

10/1 水
生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会
２歳６カ月児歯科健康診査（12:15 ～ 12:30 ／Ｈ 24 年 2 月・3 月生）保健センター

2 木 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3 金
4 土
5 日 朝のひとはき運動
6 月 母子手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター
7 火 食生活・健康相談（13:00 ～ 15:00　要予約）保健センター
8 水 生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会
9 木

10 金
11 土
12 日
13 月
14 火

15 水
行政相談（10:00 ～ 12:00）村田町役場
生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

16 木
17 金
18 土
19 日

20 月
行政相談（10:00 ～ 12:00）沼辺地区公民館
行政相談（13:30 ～ 15:30）小泉地区公民館
母子手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター

21 火 こころの健康相談（9:30 ～ 11:30　要予約）保健センター

22 水

行政相談（10:00 ～ 12:00）村田町役場
生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会
育児相談（9:00 ～ 10:00）保健センター
３歳６ヵ月児健康診査（12:15 ～ 12:30 ／Ｈ 23 年 4 月・5 月生）保健センター
４ヵ月児健康診査（13:30 ～ 13:45 ／Ｈ 26 年 6 月生）保健センター

23 木

24 金
行政相談（10:00 ～ 12:00）西足立地区公民館
行政相談（14:00 ～ 16:00）菅生地区公民館

25 土
26 日
27 月
28 火

29 水
人権相談（13:00 ～ 15:00）社会福祉協議会 
生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

30 木 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
31 金

11/1 土
2 日
3 月
4 火 食生活・健康相談（13:00 ～ 15:00　要予約）保健センター　　　　　　　　　　

5 水
生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会
すくすく離乳食教室（9:00 ～ 9:15 ／Ｈ 26 年 4 月・5 月生）保健センター


